
必要な書類 

 妊婦さんご自身が来所する場合

１ 妊娠届出書 

 ２ 本人確認ができるもの 

（１）顔写真付きで官公署が発行した次のうちどれか１つ

　　　 例）マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど   

（２）（１）をお持ちでない場合は、官公署が発行した次のうちどれか２つ

 　　　（２）（１）をお持ちでない場合は、官公署が発行した次のうちどれか２つ    

　　　　　税関係書類、源泉徴収票、学生である場合は学生証（学校印があり写真付きの 

 　もの） など

３ 妊婦さんのマイナンバーが確認できるもの 

　マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のうち

　どれか１ つ（コピーでも可）

4　印鑑（朱肉を使うもの・スタンプ印不可）

5　本人名義の預貯金口座がわかるもの

 代理の方（夫、親等）が来所する場合

　上記１、3と代理人の本人確認ができるもの

R2年10月1日から母子健康手帳の交付方法が変わりました。

◎子育て世代包括支援センター（西条市中央保健センター）のみの交付です。

※東予・丹原・小松保健センターでの交付は行いません。

◎母子健康手帳交付の際に、妊婦さんと面接をして、お一人おひとりに応じた情報提供や相談を行い

ます。所要時間は30分程度ですので、時間に余裕をもってお越しください。

西条市子育て世代包括支援センター(ハピ♡すくルーム）

〒793-0041 西条市神拝甲324番地2（西条市中央保健センター内）

℡ 0897-52-1316 Fax 0897-52-1293

【受付時間】月～金曜日 8：30～17：15 ＊年末年始、祝日は除く

西条市わくわく子育て応援サイト「ハピ♡すく」もご利用ください。

西条市公式LINEアカウントもご利用ください。

 

西条市「母子健康手帳」交付のご案内

かんばい

4、5「出産応援給付金」

の申請に必要です
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